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理

由

高
齢
化
の
進
展
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
相
続
が
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
配
偶
者
の
居
住
の
権
利
及
び
遺
産

分
割
前
に
お
け
る
預
貯
金
債
権
の
行
使
に
関
す
る
規
定
の
新
設
、
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
の
緩
和
、
遺
留
分
の
減
殺
請
求
権
の

金
銭
債
権
化
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


